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Information

　

ご
み
ゼ
ロ
社
会
推
進
あ
い
ち
県
民
会
議

で
は
、
ご
み
の
減
量
な
ど
に
取
り
組
む
小

売
店
を
「
ご
み
ゼ
ロ
推
進
店
」
と
し
て
認

定
し
て
い
ま
す
。
環
境
に
や
さ
し
い
店
づ

く
り
を
広
め
る
こ
と
で
、
ご
み
ゼ
ロ
社
会

の
形
成
推
進
を
図
る
た
め
、「
ご
み
ゼ
ロ
推

進
店
」
を
次
の
と
お
り
募
集
し
ま
す
。

□
対　

象　

次
の
い
ず
れ
か
を
実
施
ま
た

は
実
施
し
よ
う
と
し
て
い
る
小
売
店

　

①
簡
易
包
装
の
推
進
②
使
い
捨
て
容
器

使
用
商
品
の
販
売
自
粛
③
エ
コ
マ
ー
ク
商

品
の
販
売
促
進
④
空
き
缶
な
ど
の
回
収
、

資
源
化
⑤
広
告
チ
ラ
シ
、
事
務
用
用
紙
な

ど
の
使
用
抑
制
⑥
再
生
紙
な
ど
の
再
生
品

の
利
用
促
進
⑦
販
売
品
の
修
理
サ
ー
ビ
ス

へ
の
積
極
的
取
組
⑧
消
費
者
に
対
す
る
ご

み
減
量
化
・
再
生
利
用
の
呼
び
掛
け
⑨
そ

の
他
店
の
創
意
工
夫
に
よ
る
ご
み
ゼ
ロ
社

会
の
形
成
推
進

□
募
集
期
間　

二
月
十
五
日
〜
三
月
十
五
日

□
応
募
方
法　

環
境
衛
生
課
に
あ
る
認
定

申
請
書
に
、
必
要
な
事
項
を
記
入
し
、
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

□
そ
の
他

①　

ご
み
ゼ
ロ
推
進
店
の
ス
テ
ッ
カ
ー
な

ど
を
掲
示
し
、
ご
み
ゼ
ロ
社
会
の
形
成

推
進
に
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

②　

ご
み
ゼ
ロ
社
会
の
形
成
推
進
の
取
り

組
み
状
況
に
つ
い
て
、
毎
年
報
告
書
の

提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

□
問
い
合
わ
せ
先　

環
境
衛
生
課

　

�（
４
８
）１
１
１
１
（
内
３
１
７
）
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会　場内　　容日　　時

陸上競技場第１０回阿久比町
近郊リレーカーニバル

３月１１日（土）
　午前８時半～

野　球　場愛知県高等学校優勝野球
選手権大会知多地区予選３月２３日（木）～

３月の 
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半
田
人
権
擁
護
委
員
協
議
会
と
名
古
屋

法
務
局
半
田
支
局
で
は
、
人
権
擁
護
委
員

と
法
務
局
職
員
が
相
談
相
手
と
な
り
、
常

設
人
権
相
談
所
を
開
設
し
て
い
ま
す
。

　

心
配
ご
と
、
困
り
ご
と
、
人
権
問
題
な

ど
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。
相
談
は
無
料
で

す
。

※　

相
談
は
電
話
で
も
応
じ
、
内
容
は
秘

密
厳
守
し
ま
す
。

□
相
談
会
場　

名
古
屋
法
務
局
半
田
支
局

（
半
田
市
東
洋
町
１
‐　

）
１２

□
開
設
日
時

　

平
日
の
午
前
八
時
半
〜
午
後
五
時

□
問
い
合
わ
せ
先　

名
古
屋
法
務
局
半
田

支
局　

�（
２
１
）１
０
９
５
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交
通
事
故
、
サ
ラ
金
、
遺
産
相
続

な
ど
私
た
ち
の
周
り
で
さ
ま
ざ
ま
な

問
題
が
起
き
て
い
ま
す
。

　

町
で
は
毎
月
第
一
・
第
三
木
曜
日

と
第
四
火
曜
日
に
人
権
・
行
政
・
心

配
ご
と
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。

　

第
三
木
曜
日
に
は
法
律
相
談
に
応

じ
る
た
め
の
弁
護
士
に
よ
る
無
料
法

律
相
談
も
行
っ
て
い
ま
す
。
利
用
し

て
く
だ
さ
い
。

※　

無
料
法
律
相
談
は
受
付
件
数
に

限
り
が
あ
り
ま
す
の
で
事
前
に
予

約
を
し
て
く
だ
さ
い
。

無
料
法
律
相
談
を

　

利
用
し
て
く
だ
さ
い

今今月月のの納納税税ななどど
固定資産税・都市計画税　　　４期分
国民健康保険税・介護保険料　６期分
納期限は２月２８日（火）です。

□人権・行政・心配ごと相談
　２日（木）・１６日（木）
　　　　　　場所：中央公民館本館
　　　　　　時間：午前９時半～午前１１時半
　２８日（火）　場所：阿久比郵便局　２階
　　　　　　時間：午前９時半～午前１１時半
　※電話での相談も受け付けます。
□無料法律相談（事前に予約が必要）
　１６日（木）　場所：中央公民館本館
　　　　　　時間：午後１時～午後４時
※問い合わせ先　住民福祉課�（４８）１１１１（内３０１）


